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令和８年度採用 氷見市会計年度任用職員募集案内  

面接試験日：令和８年２月１６日（月） 

（応募受付期間：令和８年２月９日（月）まで） 

 

１ 会計年度任用職員とは 

会計年度任用職員とは地方公務員法第２２条の２第１項の規定により設けられる非常勤

職員です。会計年度任用職員に採用された場合、地方公務員として氷見市に勤務すること

となり、地方公務員法上の服務に関する規定が適用されます。 

 

２ 業務内容、応募資格、募集人数 

※勤務場所については変更になる場合があります。 

※日本国籍を有しない人も、業種等により応募できますが、就職が制限される在留資格の

場合には採用されません。 

 

⑴ 週３５時間勤務 

募集
番号 

主な業務内容 応募資格 
募集 
人数 

勤務場所 

１ 
一般行政事務（庶
務、窓口対応など) 

パソコン（ワード、エクセル）ができる人 
４人 
程度 

各課 

２ 
介護予防及び高齢者

支援など 

次の(1)、(2)の要件を満たす人 

(1) 介護支援専門員、保健師、看護師又は社

会福祉士の資格を有する人又は令和８年３月

までに有する見込みの人 

(2)普通自動車運転免許を有する人 

１人 
地域包括支
援センター 

３ 保育補助員 
保育業務に意欲のある人 

（保育士資格がない人でも応募可） 
1 人 

子ども発達サ
ポートセンタ
ーくるむ 

４ 

用務員（小中学校の

用務業務 ※外仕事

あり） 

普通自動車運転免許を有する人 2 人 
小学校又は
中学校 

５ 
専門(土木) 
（道路維持補修作業・
除雪作業など） 

次の(1)、(2)、(3)の要件を満たす人 
(1)普通自動車運転免許を有する人 
(2)大型特殊自動車運転免許を有する人 
(3)車両系建設機械（整地・運搬・積込用及
び掘削用）の運転技能講習修了証を有する人
又は令和８年３月までに有する見込みの人 

２人 
道路管理 
センター 

 

⑵ 週３０時間勤務 

募集
番号 

主な業務内容 応募資格 
募集 
人数 

勤務場所 

６ 

介護予防給付やケア
プラン作成業務など
（介護予防ケアマネ
ジャー） 

次の(1)、(2)の要件を満たす人 
(1)介護支援専門員、保健師、看護師又は
社会福祉士の資格を有する人 

(2)普通自動車運転免許を有する人 

2 人 
地域包括支
援センター 

７ 
事務補助（庁内清掃、
コピー取り、文書整
理等）※障害者雇用 

障害者手帳等（身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳）の交付を受けて
いて、職務遂行ができる人 

3 人 各課 
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⑶ 週２７．５時間勤務 

８ 
専門（土木）（道路維
持補修作業・除雪作
業など） 

中型自動車運転免許（限定解除）を有する人 1 人 
道路管理 

センター 

 

３ 欠格事項 

  次の各号のいずれかに該当する人は、応募できません。 

⑴ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

⑵ 氷見市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

⑶ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

⑷ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を

原因とするもの以外） 

 

４ 応募資格 

・年齢及び住所地の制限はありません。 

・募集区分ごとの応募資格は、２でご確認ください。 

 

５ 勤務条件 

任用期間 
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
勤務成績が良好な場合、翌年度の採用も行うことがあります。 

勤務形態 
「※勤務条件一覧表」のとおり 
業務の必要から時間外勤務が発生する場合があります。 

休日 
・週休日 土曜日及び日曜日 
・休 日 祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 
職場により、土曜日、日曜日及び祝日が勤務日となる場合があります。 

給与 「※勤務条件一覧表」のとおり（学歴、職歴に応じて給与月額を決定します。） 

手当等 条例等の定めるところにより、通勤費、期末手当・勤勉手当等が支給されます。 

休暇 任用期間に応じて年次有給休暇や特別休暇を付与します。 

社会保険 
厚生年金保険及び共済組合短期給付が適用されます。（月額報酬額が８８，０００円
に満たない等、条件によっては適用されない場合があります。） 

雇用保険 雇用保険に加入します。（職種により異なります。） 

労災保険 
労働災害補償保険又は市の公務災害補償制度のいずれかが適用されます。 
（勤務する所属で異なります。） 

その他 給与等の支給日は毎月２１日（職種により異なる場合があります。） 
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※勤務条件一覧表 

⑴ 週３５時間勤務 

募集
番号 

主な業務内容 勤務日 勤務時間 休憩時間 報酬額 

１ 
一般行政事務 
（庶務、窓口対応など） 

月曜日から金曜日 
まで（祝日を除く） 

9:00～17:00 12：00～13：00 

（月額） 

180，916 円～

209,548 円 

２ 
介護予防及び 
高齢者支援など 

月曜日から金曜日 
まで（祝日を除く） 

9:00～17:00 12：00～13：00 

（月額） 

223,638 円～

233,122 円 

３ 保育補助員 
月曜日から金曜日
まで（祝日を除く） 

8:30～16:30 1 時間 

（月額） 

180,916 円～

209,548 円 

４ 
用務員（小中学校の用
務業務 ※外仕事あり） 

月曜日から金曜日 
まで（祝日を除く） 

8:15～16:15 の
うち学校長が
指定する 7時間 

学校長が指定

する 45 分間 

（月額） 

179,019 円～ 

206,658 円 

５ 
専門(土木) 
（道路維持補修作業・
除雪作業など） 

月曜日から金曜日 
まで（祝日を除く） 

8:30～16:30 
ただし除雪作業
に従事する場合
は休憩時間を除
いて一日 7 時間
を超えない範囲 

12：00～13：00 

（月額） 

195,548 円～ 

220,206 円 

 

⑵ 週３０時間勤務 

募集
番号 

主な業務内容 勤務日 勤務時間 休憩時間 報酬額 

６ 

介護予防給付やケア
プラン作成業務など
（介護予防ケアマネ
ジャー） 

月曜日から金曜日 
まで（祝日を除く） 

9:00～16:00 12：00～13：00 
（月額） 

191,690 円～ 

199,819 円 

７ 
事務補助（庁内清掃、
コピー取り、文書整理
等）※障害者雇用 

月曜日から金曜日 
まで（祝日を除く） 

9:00～16:00 12：00～13：00 

（月額） 

153,445 円～ 

169,393 円 

 

⑵ 週２７．５時間勤務 

募集
番号 

主な業務内容 勤務日 勤務時間 休憩時間 報酬額 

８ 
専門（土木） 
（道路維持補修作業・
除雪作業など） 

月曜日から金曜日 
まで（祝日を除く） 

9:00～15:30 
ただし除雪作
業に従事する
場合は一日 5時
間 30 分を超え
ない範囲 

12：00～13：00 
（月額） 

153,645 円～

173,019 円 

 

６ 応募の方法 

⑴ 提出書類 

   次の書類等を提出してください。（持参又は郵送） 

ア 指定の申込書（「氷見市会計年度任用職員申込書」）…１部 

  募集番号は、必ず記入してください。 

イ 市販の原稿用紙（Ａ４サイズ ４００字詰め）２枚以内に「応募動機」と「公務員と

しての姿勢や心構え」を記述したもの…１部 

ウ 応募に必要な資格免許を証明する書類の写し 

（資格免許を有することが応募資格のものに限る。Ａ４サイズにコピーする。）…１部 

エ 住所・氏名を記入し、110円切手を貼付した返信用封筒（長形３号または洋形４号）…２通 



令和８年１月２６日現在 

 

 

⑵ 申込書提出先 

   〒９３５-８６８６ 氷見市総務部総務課 （住所記載不要） 

   ℡０７６６（７４）８０３１ 

※申込書等の提出書類を郵送する場合は、封筒の表に「試験申込み」と朱書し、必ず

簡易書留郵便にしてください。この場合、申込書は折り曲げないようにしてください。 

 

⑶ 受付時間 

ア 受付期間  

令和８年２月９日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

郵送の場合も令和８年２月９日（月）必着とします。 

イ 受付時間（持参の場合） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 

⑷ 採用試験に関して提出された書類は、一切返却しません。 

 

７ 選考の方法 

⑴ 書類審査  応募資格、申込書記載事項等の確認、提出書類の審査を行います。 

 

⑵ 面  接  令和８年２月１６日（月）に個別面接を行います。 

面接時間は、１人１５分程を予定しています。 

なお、詳細な日程等は、受付期間終了後に通知します。 

 

８ 選考結果の通知から採用まで 

⑴ 選考の合否結果については、受験者全員に通知します。 

 

⑵ 合格基準点数を超えた者の取扱い 

・採用する者には、採用通知をします。 

・その他の合格基準点数を超えた者は、合計点数の高い順に採用候補者名簿に登録され、

採用者の辞退又は採用の取消し等により当該の者が採用とならない場合や、別所属で

同種の業務に係る募集が行われている場合、採用候補者に連絡することがあります。 

・採用候補者名簿の登録有効期間は、合格者決定の日から４５日間とし、必ずしも採用

されるとは限りません。 


